
◎入居者の負担で修理または取替えていただくもの

種別 内容

畳 表替え

内部・外部木製ドア 塗装、補修、錠前、丁番含む

玄関ドア 錠前、鍵、丁番、郵便受等の破損補修

ふすま 張替、取替

戸・窓（内外） 戸車、レール、クレセント、差錠の取替

戸ぶすま 張替、取替

全室ガラス 破損補修、取替

アコーディオンカーテン 補修、取替

天 井 ・ 壁 クロス張替、塗替

入居者の設置した風呂釜 補修、取替

（シャワー付ふろがまの外箱、熱交換
器及び給排気等を除く部品）

給湯器（つまみ、その他の付属品） 補修、取替

浴槽（浴槽のふた、排水栓の鎖、 補修、取替

　　　　保温材及びパッキン）

棚（台所棚、つり棚、水切棚） 補修

流し台、ガス台 清掃、補修

カーテンレール 破損取替

換気扇（レンジフード） 清掃、破損取替

ミラーニット 破損補修、取替

ベランダ間仕切板 破損補修（緊急時の破損を除く）

物干し、垣根 破損補修、剪定（高木を除く）

給水栓、止水栓 カラン、パッキン類の取替や修理

便器 破損補修

給排水管 つまり復旧

給排水管付属金物類 破損補修、付属品取替

各所メザラ 破損補修、取替

　　（流し、洗面、トイレ、浴室の排水カップ）

洗面器類 破損補修、取替

電球、蛍光灯 取替

スイッチ、コンセント 修理、取替

引掛シーリング 修理、取替

テレビ端子 修理、取替

ガスコック及び付属品 修理、取替

給湯カラン、パッキン類 修理、取替

内 ・ 外 建 具

項目

屋

内

施

設

屋 外 施 設

給 排 水 設 備

電 気 設 備

ガ ス ・ 給 湯 設 備

備 品 ・そ の 他

浴 槽 等
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資料21　建替住宅の修繕区分表



資料 19 入居者対応業務の対象 

 
本事業における「入居者対応業務」は下表の業務範囲欄に「〇」のある業務とし、備考欄

に特に記載のない業務は、長崎県営住宅等指定管理者業務仕様書に記載のとおりとする。ま
た、要求水準書本文に記載のある業務も、詳細は長崎県営住宅等指定管理者業務仕様書によ
るものとするが、要求水準書本文と記載内容に齟齬がある場合は要求水準書本文を優先す
る。 
 

長崎県営住宅等指定管理者 
業務仕様書 

業務 
範囲 

要求水準書本文の 
記載箇所 備考 

入退去関係業務 ○ ５（２）イ（ア）d  
収入申告に関する業務 ○   
収入超過者対策及び高額所得者対策
の補助に関する業務 ○   

苦情処理に関する業務 ○   
家賃等に関する業務 ○   
家賃徴収嘱託員に関する業務 ×  県が別途実施 
保証人に関する業務 〇   
県営住宅管理システムに関する業務 

〇 
 端末機器は県が貸与

し、回線設置及び回線
使用料は県が負担 

諸修繕等に関する業務 

○※ 

５（２）イ（ア）c 長崎県営住宅等指定管
理者業務仕様書９−１ 
４）その他修繕等は対
象外 
計画修繕については小
規模改修工事を含むも
のとし、小規模改修工
事にかかる長崎県営住
宅等指定管理者業務仕
様書９−１記載の施工
条件はこれによらず事
業者が提案すること 

緊急対応に関する業務 ○ ５（２）イ（ア）c  
県営住宅修繕管理に関する業務 ○ ５（１）エ 同上 
住宅の使用に関する業務 〇  同上 
防火管理業務 〇  同上 
保守管理業務 

○※ 

５（２）イ（ア）a、b 長崎県営住宅等指定管
理者業務仕様書 14 記
載の「別紙５ 保守管
理業務仕様書」はこれ
によらず事業者が提案
すること 

駐車場関係業務 ×   
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資料19　入居者対応業務の対象



長崎県営住宅等指定管理者 
業務仕様書 

業務 
範囲 

要求水準書本文の 
記載箇所 備考 

団地管理人に関する業務 〇  団地管理人は入居者か
ら選定 

団地自治会に関する業務 〇   
財産管理に関する業務 ×   
建替事業等に関する業務 ×   
住環境整備に関する業務 ○ ５（２）イ（ア）a  
巡回点検等に関する業務 ○ ５（２）イ（ア）a  
長崎県環境方針に関する業務 ○ ５（２）ア（カ）  
その他の業務 〇   
※ 「入居者対応業務」以外の維持管理・運営業務として規定 
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資料23　長崎県営住宅等指定管理者業務仕様
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